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工事名） 長野自動車道　明科トンネル補強工事

対象 誤 正 備考

設計書
（金抜）

Ｂ－１３頁
１９－（２）　交通保安要員
交通監視員Ａ（上）、交通監視員Ｂ（上）、交通監視員Ｃ１（上）

Ｂ－１３頁
１９－（２）　交通保安要員
交通監視員Ｇ１－１、交通監視員Ｇ１－２、交通監視員Ｇ２－１

設計書
（金抜）

Ｂ－１４頁
１９－（２）　交通保安要員
交通監視員Ｃ２（上）、交通監視員Ｃ３（上）、交通監視員Ｄ１（上）、交通監視員Ｄ２（上）、交
通監視員Ｄ３（上）、交通監視員Ａ（下）、交通監視員Ｂ（下）、交通監視員Ｃ１（下）　、交通
監視員Ｃ２（下）、交通監視員Ｃ３（下）、交通監視員Ｄ１（下）、交通監視員Ｄ２（下）

Ｂ－１４頁
１９－（２）　交通保安要員
交通監視員Ｇ２－２、交通監視員Ｇ３－１、交通監視員Ｇ３－２
交通監視員Ｈ１、交通監視員Ｈ２、交通監視員Ｈ３　数量修正
交通誘導警備員Ｂ２（夜）　数量修正

設計書
（金抜）

Ｂ－１５頁
１９－（２）　交通保安要員
交通監視員Ｄ３（下）、交通監視員Ｅ１、交通監視員Ｅ２、交通監視員Ｅ３、交通監視員Ｆ１、
交通監視員Ｆ２、交通監視員Ｆ３、交通監視員Ｇ１、交通監視員Ｇ２、交通監視員Ｇ３

特記仕様書 Ｐ．９　１６．残存物件の処理に関する事項　１６－１　発生する残存物件と引渡し方法
ハンドホール蓋、受け金物等　数量　２４ｔ

Ｐ．９　１６．残存物件の処理に関する事項　１６－１　発生する残存物件と引渡し方法
ハンドホール蓋、受け金物等　数量　３３ｔ
視線誘導標撤去設置工
仮設ケーブル管路工
対面通行用中央分離帯改良工　Ｃ１
対面通行規制Ⅴ×１

特記仕様書 Ｐ．２３　２７－７　インバート埋戻し工
２７－７－３　支払
共通仕様書１２－１０－５「支払」に次の項目を追加する。

Ｐ．２３　２７－７　インバート埋戻し工
２７－７－３　支払

インバート埋戻し工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１㎥当たりの契約

単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行うイン
バート埋戻し工に使用する材料費等インバート埋戻し工に必要な材料・労力・機械器具等本
工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものと
する。

特記仕様書 Ｐ．３１　２７－１３　アスファルト舗装改良工
２７－１３－３　材料及び基準
基面整正工（ｔ＝４ｃｍ）
アスファルトの種類　改質アスファルト（一般用）
標準アスファルト量　5.2％

Ｐ．３１　２７－１３　アスファルト舗装改良工
２７－１３－３　材料及び基準
基面整正工（ｔ＝４ｃｍ）
アスファルトの種類　改質アスファルト（積寒用）
標準アスファルト量　5.5％

特記仕様書 Ｐ．３４　２７－１４　路面標示工
２７－１４－１　種別
路面標示工　路面標示標準型Ｄ１
路面標示工　路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１

Ｐ．３４　２７－１４　路面標示工
２７－１４－１　種別
路面標示工　路面標示標準型Ａ１
路面標示工　路面標示標準型Ｄ１
路面標示工　路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工　路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１
路面標示工　突起型路面標示Ｂ２－１
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工事名） 長野自動車道　明科トンネル補強工事

対象 誤 正 備考

特記仕様書 Ｐ．３７　２７－１６　ハンドホール工
２７－１６－３　発生材
発生材の処分は、特記仕様書１９．の規定に従って行うものとする。

Ｐ．３７　２７－１６　ハンドホール工
２７－１６－３　発生材
発生材は、特記仕様書１６．に従うものとする。

特記仕様書 Ｐ．３７　２７－１７　視線誘導標撤去設置工
２７－１７－２　施工
視線誘導標工の施工は、設計図書及び監督員の指示に従って、既設視線誘導標を撤去
し、処分は、特記仕様書１９．の規定に従って行うものとする。設置作業については、共通仕
様書１６－５－７に従って行うものとし、材料の規格は設計図書に従い、新品材とする。

Ｐ．３８　２７－１７　視線誘導標撤去設置工
２７－１７－２　施工
視線誘導標工の施工は、設計図書及び監督員の指示に従って、既設視線誘導標を撤去
し、撤去後は特記仕様書１６．に従うものとする。設置作業については、共通仕様書１６－５
－７に従って行うものとし、材料の規格は設計図書に従い、新品材とする。

特記仕様書 Ｐ．４０　２７－２０　交通規制工
２７－２０－１　種別
車線規制Ⅲ×１×０　備考　※４
区分内容　「道路保全要領（路上作業編）」に規定する走行車線規制及び追越車線規制の
設置・撤去及び昼間の保守点検を行うものをいう。設計図に示す交通規制図に基づき実施
するもの。
車線規制Ⅴ×１×０　備考　※４

Ｐ．４０　２７－２０　交通規制工
２７－２０－１　種別
車線規制Ⅲ×１×０　備考　※４、※９
区分内容　「道路保全要領（路上作業編）」に規定する走行車線規制の設置・撤去及び昼
間の保守点検を行うものをいう。設計図に示す交通規制図に基づき実施するもの。
車線規制Ⅴ×１×０　備考　※４、※９

特記仕様書 Ｐ．４１　２７－２０　交通規制工
２７－２０－１　種別
※４ 車線規制は、それぞれ規制延長Ｌ（テーパー部＋平行部）とし、Ⅰは1,000ｍ以下の範
囲をいい、Ⅲは2,000～3,000ｍの範囲をいい、Ⅳは3,000～4,000ｍの範囲をいい、Ⅴは
4,000～5,000ｍの範囲をいう。
※５ 本線通行止め（夜）とは1回当たりとして検測する交通規制工のうち、規制設置完了から
規制撤去開始の時間である。なお、( )内の時間は、通行止めでの施工可能時間(休憩時間
含む)を示す。規制開始時刻や終了時刻については、別途交通管理者との協議により変更
が生じた場合、これを優先し反映させるため、表記を変更する場合がある。その場合は、別
途監督員から指示するものとする。この単価には、設計図書に示されている規制材及び労務
を含むものとする。標識車に関しては、貸与できない場合に限り、受注者にて用意するものと
する。

Ｐ．４２　２７－２０　交通規制工
２７－２０－１　種別
※４ 車線規制Ｌ×Ｎ×Ｍは、それぞれ規制延長Ｌ（テーパー部＋平行部）とし、Ⅰは1,000ｍ
以下の範囲をいい、Ⅲは2,000～3,000ｍの範囲をいい、Ⅳは3,000～4,000ｍの範囲をい
い、Ⅴは4,000～5,000ｍの範囲をいう。 Ｎは、１回当たりに行う規制箇所数、Ｍは、１回当た
りに行う切換え回数を示す。
※５ 本線通行止め（夜）とは1回当たりとして検測する交通規制工のうち、規制開始から規制
完了までの時間である。なお、( )内の時間は、通行止めでの施工可能時間(休憩時間含む)
を示す。規制開始時刻や終了時刻については、別途交通管理者との協議により変更が生じ
た場合、これを優先し反映させるため、表記を変更する場合がある。その場合は、別途監督
員から指示するものとする。この単価には、設計図書に示されている規制材及び労務を含む
ものとする。標識車に関しては、貸与できない場合に限り、受注者にて用意するものとする。

特記仕様書 Ｐ．４２　２７－２０　交通規制工
２７－２０－１　種別

Ｐ．４３　２７－２０　交通規制工
２７－２０－１　種別
※８ 昼夜連続規制の内訳について、上りは2日が1回、3日が4回、8日が1回、25日が1回、
26日が1回、37日が1回、72日が1回、下りは2日が1回、3日が4回、8日が1回、37日が1
回、39日が1回、72日が1回、80日が1回を想定している。上記、内訳の日数が変更となっ
た場合、監督員協議とする。
※９ 上表の規制時間とは、１回当たりとして検測する交通規制工のうち、規制設置開始（標
識設置開始）から規制撤去完了（標識撤去完了）までの時間である。（ ）内の時間
は、交通規制内の施工可能時間を示す。
※１０各単価項目に含まれる交通保安要員の配置場所及び人数については設計図に示す
通りとする。交通規制に係る監視及び保守を行う交通監視員は、交通規制工に含むものとす
る。特記仕様書 Ｐ．４３　２７－２１　交通保安要員

２７－２１－１　種別　（１）
交通監視員Ａ、交通監視員Ｂ、交通監視員Ｃ１、交通監視員Ｃ２、交通監視員Ｃ３、交通監
視員Ｄ１、交通監視員Ｄ２、交通監視員Ｄ３、交通監視員Ｅ１、交通監視員Ｅ２、交通監視員
Ｅ３、交通監視員Ｆ１、交通監視員Ｆ２

Ｐ．４３　２７－２１　交通保安要員
２７－２１－１　種別　（１）
交通監視員Ｇ１－１
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工事名） 長野自動車道　明科トンネル補強工事

対象 誤 正 備考

特記仕様書 Ｐ．４４　２７－２１　交通保安要員
２７－２１－１　種別　（１）
交通監視員Ｆ３、交通監視員Ｇ１、交通監視員Ｇ２、交通監視員Ｇ３、交通監視員Ｊ（夜）
交通監視員Ｈ　休憩時間における交替要員の計上　有
※２　交通監視員Ｉ、Ｊ（夜）、交通誘導警備員Ｂ２（夜）に関しては、関係各所との協議により、
配置箇所及び配置人数の変更する場合がある。変更があった場合、これらに要する費用に
ついて監督員と受注者で協議し定めるものとする。
（２）
交通監視員Ａ、交通監視員Ｂ

Ｐ．４４　２７－２１　交通保安要員
２７－２１－１　種別　（１）
交通監視員Ｇ２－１，Ｇ３－１、Ｇ１－２、交通監視員Ｇ２－２、交通監視員Ｇ３－２
交通監視員Ｈ　休憩時間における交替要員の計上　無
※２　交通監視員Ｉ、交通誘導警備員Ｂ２（夜）に関しては、関係各所との協議により、配置箇
所及び配置人数の変更する場合がある。変更があった場合、これらに要する費用について
監督員と受注者で協議し定めるものとする。
（２）
交通監視員Ｇ１－１、交通監視員Ｇ２－１、交通監視員Ｇ３－１、交通監視員Ｇ１－２、交通
監視員Ｇ２－２、交通監視員Ｇ３－２

特記仕様書 Ｐ．４５　２７－２１　交通保安要員
２７－２１－１　種別　（２）
交通監視員Ｃ１、交通監視員Ｃ２、交通監視員Ｃ３、交通監視員Ｄ１、交通監視員Ｄ２、交通
監視員Ｄ３、交通監視員Ｅ１、交通監視員Ｅ２、交通監視員Ｅ３、交通監視員Ｆ１、交通監視
員Ｆ２、交通監視員Ｆ３、交通監視員Ｇ１、交通監視員Ｇ２、交通監視員Ｇ３、交通監視員Ｊ
（夜）
交通誘導警備員Ｂ１　　　  配置人数１人　休憩時間における交替要員の計上１人
交通誘導警備員Ｂ１（夜）　配置人数１人　休憩時間における交替要員の計上１人
交通誘導警備員Ｂ２（夜）　配置人数３人　休憩時間における交替要員の計上２人

※２　昼夜間において工事関係車両等の出入口及び重機・工事車両等の誘導が必要な箇
所、配置人数については、施工箇所数に応じて人数は増えるものとする、 配置人数の（）内
の人数は上り線施工時の配置人数である。 交通保安要員の配置は施工箇所１箇所あたり１
名配置するものとする。
※３　関係各所との協議により、配置箇所及び配置人数の変更する場合がある。変更があっ
た場合、これらに要する費用について監督員と受注者で協議し定めるものとする。

Ｐ．４５　２７－２１　交通保安要員
２７－２１－１　種別　（２）
交通誘導警備員Ｂ１　　　  配置人数２人　休憩時間における交替要員の計上２人
交通誘導警備員Ｂ１（夜）　配置人数２人　休憩時間における交替要員の計上２人
交通誘導警備員Ｂ２（夜）　配置人数１人　休憩時間における交替要員の計上１人

※２　関係各所との協議により、配置箇所及び配置人数の変更する場合がある。変更があっ
た場合、これらに要する費用について監督員と受注者で協議し定めるものとする。

特記仕様書 Ｐ．４６　２７－２０　交通規制工
２７－２０－３　支払
交通監視員Ａ（上）、交通監視員Ｂ（上）、交通監視員Ｃ１（上）、交通監視員Ｃ２（上）、交通
監視員Ｃ３（上）、交通監視員Ｄ１（上）、交通監視員Ｄ２（上）、交通監視員Ｄ３（上）
交通監視員Ａ（下）、交通監視員Ｂ（下）、交通監視員Ｃ１（下）、交通監視員Ｃ２（下）、交通
監視員Ｃ３（下）、交通監視員Ｄ１（下）、交通監視員Ｄ２（下）、交通監視員Ｄ３（下）
交通監視員Ｅ１、交通監視員Ｅ２、交通監視員Ｅ３、交通監視員Ｆ１、交通監視員Ｆ２、交通
監視員Ｆ３、交通監視員Ｇ１、交通監視員Ｇ２、交通監視員Ｇ３、交通監視員Ｊ（夜）

Ｐ．４５　２７－２０　交通規制工
２７－２０－３　支払
交通監視員Ｇ１－１、交通監視員Ｇ１－２、交通監視員Ｇ２－１、交通監視員Ｇ２－２、交通
監視員Ｇ３－１、交通監視員Ｇ３－２

特記仕様書 Ｐ．４７　２７－２２ トンネル部管路付帯工
２７－２２－６ 発生材
撤去した材料は、本特記仕様書１９．に示す場所へ運搬する。

Ｐ．４７　２７－２２ トンネル部管路付帯工
２７－２２－６ 発生材
撤去した材料は、本特記仕様書１６．に従うものとする。

特記仕様書 Ｐ．５４　２７－２８　交通規制安全設備工
２７－２８－２　種別
路面点滅誘導灯 （供用）
テーパー設置区間に設置した路面点滅誘導灯に要する賃料を計上するものをいう。
設置期間：令和8年7月～令和10年11月下旬まで 23ヶ月
     　　　　 ※日々規制を除く

Ｐ．５３　２７－２８　交通規制安全設備工
２７－２８－２　種別
路面点滅誘導灯 （供用）
テーパー設置区間に設置する路面点滅誘導灯に要する賃料を計上するものをいう。
供用期間：令和8年7月～令和10年11月下旬まで 29ヶ月
     　　　　 ※日々規制を除く
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工事名） 長野自動車道　明科トンネル補強工事

対象 誤 正 備考

特記仕様書 Ｐ．５５ ２７－２９　仮設ケーブル管路工
２７－２９－２　種別
管路工
光ケーブル用管路（強化FEＰ．管）を設置・撤去するもの （橋梁部及び擁壁部含む）
支持金具（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む）及び架空用材料を含む
安曇野側に引通し用のＨＨの材料費及び設置・撤去を含む
埋設管設置工
 明科トンネル上り線 長野側坑口部において、光ケーブル用管路
（強化FEＰ．管）を埋設・撤去するもの

Ｐ．５４ ２７－２９　仮設ケーブル管路工
２７－２９－２　種別
管路工
光ケーブル用管路（強化FＰ．管）を設置・撤去するもの （橋梁部及び擁壁部含む）
支持金具（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む）及び架空用材料を含む
安曇野側に接続用のＨＨの材料費及び設置・撤去を含む
埋設管設置工
 明科トンネル上り線 長野側坑口部において、光ケーブル用管路
（強化FＰ．管）を埋設・撤去するもの

特記仕様書 Ｐ．５６　２７－２９　仮設ケーブル管路工
２７－２９－４　施工

Ｐ．５５　２７－２９　仮設ケーブル管路工
２７－２９－４　施工
ト）コア削孔は水平方向に行い、厚さは200ｍｍ以上400㎜未満を想定する。現地確認後、
厚さが大きく変動する場合は別途監督員と協議する。
チ）撤去した強化FＰ．管及び接続用HHの処分に関しては、特記仕様書１９．に示す場所へ
運搬する。
リ）撤去した架空用材料に関しては、特記仕様書１６．に従うものとする。

特記仕様書 Ｐ．５７　２８．率計上工事に関する事項
２８－１－３　種別
率計上工事に関する事項 単価表の番号（１～２２６）のうち単価表の摘要欄に見積対象と記
載がある単価項目を除く金額の合計に２０％を乗じた金額相当の率計上工事をいう

Ｐ．５６　２８．率計上工事に関する事項
２８－１－３　種別
率計上工事に関する事項 単価表の番号（１～２１０）のうち単価表の摘要欄に見積対象と記
載がある単価項目を除く金額の合計に２０％を乗じた金額相当の率計上工事をいう

設計図 位置図（1/204） 位置図（1/204）
麻績IC転回場所追加

設計図 構造物等取壊し工図（１）（アスファルト舗装版）（53/204） 構造物等取壊し工図（１）（アスファルト舗装版）（53/204）
アスファルト舗装縁切りカッター　旗上げ

設計図 構造物等取壊し工図（１）（アスファルト舗装版）（54/204） 構造物等取壊し工図（１）（アスファルト舗装版）（54/204）
アスファルト舗装縁切りカッター

設計図 交通規制工図（１）　車線規制３ｋｍ（78/204） 交通規制工図（１）　車線規制３ｋｍ（78/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（２）　走行車線規制５ｋｍ（79/204） 交通規制工図（２）　走行車線規制５ｋｍ（79/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（３）　追越車線規制５ｋｍ（80/204） 交通規制工図（３）　追越車線規制５ｋｍ（80/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（４）　昼夜連続車線規制　走行車線規制５ｋｍ（81/204） 交通規制工図（４）　昼夜連続車線規制　走行車線規制５ｋｍ（81/204）
規制図訂正

正誤表（4/7）



工事名） 長野自動車道　明科トンネル補強工事

対象 誤 正 備考

設計図 交通規制工図（５）　昼夜連続車線規制　追越車線規制５ｋｍ（82/204） 交通規制工図（５）　昼夜連続車線規制　追越車線規制５ｋｍ（82/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（６）　対面通行規制図（１）　安曇野ＩＣ側～明科トンネル坑口（83/204） 交通規制工図（６）　対面通行規制図（１）　安曇野ＩＣ側～明科トンネル坑口（83/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（７）　対面通行規制図（２）　明科トンネル坑口～長野ＩＣ側（84/204） 交通規制工図（７）　対面通行規制図（２）　明科トンネル坑口～長野ＩＣ側（84/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（１２）　【通行止め閉鎖箇所（安曇野ＩＣ①）】（89/204） 交通規制工図（１２）　【通行止め閉鎖箇所（安曇野ＩＣ①）】（89/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（１３）　【通行止め閉鎖箇所（安曇野ＩＣ②）】（90/204） 交通規制工図（１３）　【通行止め閉鎖箇所（安曇野ＩＣ②）】（90/204）
規制図訂正

設計図 構造物等取壊し工図（１）（アスファルト舗装版）（140/204） 構造物等取壊し工図（１）（アスファルト舗装版）（140/204）
アスファルト舗装縁切りカッター　旗上げ

設計図 構造物等取壊し工図（２）（アスファルト舗装版）（141/204） 構造物等取壊し工図（２）（アスファルト舗装版）（141/204）
アスファルト舗装縁切りカッター

設計図 交通規制工図（１）　車線規制３ｋｍ（168/204） 交通規制工図（１）　車線規制３ｋｍ（168/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（２）　走行車線規制５ｋｍ（169/204） 交通規制工図（２）　走行車線規制５ｋｍ（169/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（３）　追越車線規制５ｋｍ（170/204） 交通規制工図（３）　追越車線規制５ｋｍ（170/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（４）　昼夜連続車線規制　走行車線規制５ｋｍ（171/204） 交通規制工図（４）　昼夜連続車線規制　走行車線規制５ｋｍ（171/204）
規制図訂正

正誤表（5/7）



工事名） 長野自動車道　明科トンネル補強工事

対象 誤 正 備考

設計図 交通規制工図（５）　昼夜連続車線規制　追越車線規制５ｋｍ（172/204） 交通規制工図（５）　昼夜連続車線規制　追越車線規制５ｋｍ（172/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（６）　対面通行規制図（１）　安曇野ＩＣ側～明科トンネル坑口（173/204） 交通規制工図（６）　対面通行規制図（１）　安曇野ＩＣ側～明科トンネル坑口（173/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（７）　対面通行規制図（２）　明科トンネル坑口～長野ＩＣ側（174/204） 交通規制工図（７）　対面通行規制図（２）　明科トンネル坑口～長野ＩＣ側（174/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（１３）　【通行止め（更埴ＪＣＴ①）】（180/204） 交通規制工図（１３）　【通行止め（更埴ＪＣＴ①）】（180/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（１４）　【通行止め（更埴ＪＣＴ②）】（181/204） 交通規制工図（１４）　【通行止め（更埴ＪＣＴ②）】（181/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（１５）　【通行止め（更埴ＪＣＴ③）】（182/204） 交通規制工図（１５）　【通行止め（更埴ＪＣＴ③）】（182/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（１６）　【更埴ＩＣ～麻績ＩＣ方面　通行止め規制】（183/204） 交通規制工図（１６）　【更埴ＩＣ～麻績ＩＣ方面　通行止め規制】（183/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（１７）　【姨捨スマートＩＣ　通行止め規制】（184/204） 交通規制工図（１７）　【姨捨スマートＩＣ　通行止め規制】（184/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（１８）　【通行止め（筑北ＰＡ）】（185/204） 交通規制工図（１８）　【通行止め（筑北ＰＡ）】（185/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（１９）　【麻績ＩＣ　通行止め規制】（186/204） 交通規制工図（１９）　【麻績ＩＣ　通行止め規制】（186/204）
規制図訂正

設計図 交通規制工図（２０）　【通行止め（筑北ＳＩＣ）】（187/204） 交通規制工図（２０）　【通行止め（筑北ＳＩＣ）】（187/204）
規制図訂正

正誤表（6/7）



工事名） 長野自動車道　明科トンネル補強工事

対象 誤 正 備考

設計図 上り線　仮設ケーブル管路工　平面図（１）（188/204）
軽量ＨＨ（引通し用）新設×１

上り線　仮設ケーブル管路工　平面図（１）（188/204）
軽量ＨＨ（接続用）新設×１

正誤表（7/7）



設計書（金抜）

Ｂ－１３頁 　１９－（２）　交通保安要員

備考 交通保安要員　交通監視員Ａ、交通監視員Ｂ、交通監視員Ｃ１　削除
交通保安要員　交通監視員Ｇ１－１、交通監視員Ｇ１－２、交通監視員Ｇ２－１　追加

対象

誤

正



設計書（金抜）
Ｂ－１４頁 　１９－（２）　交通保安要員

対象

誤

正

備考 交通保安要員　交通監視員Ｃ２（上）～Ｄ２（下）　項目削除
交通保安要員　交通監視員Ｇ２－２、交通監視員Ｇ３－１、交通監視員Ｇ３－２　追加
交通保安要員　交通監視員Ｈ１、交通監視員Ｈ２、交通監視員Ｈ３　数量修正
交通保安要員　交通誘導警備員Ｂ２（夜）　数量修正



設計書（金抜）
Ｂ－１５頁 　１９－（２）　交通保安要員

誤

正

備考 交通保安要員　交通監視員Ｄ３（下）～Ｇ３　項目削除

対象



特記仕様書

Ｐ．９ １６．残存物件の処理に関する事項　１６－１　発生する残存物件と引渡し方法

視線誘導標撤去設置工、仮設ケーブル管路工、対面通行用中央分離帯改良工Ｃ１，対面通行規制Ⅴ×１　の内容を追加
ハンドホール蓋、受け金物等　の数量訂正

特記仕様書

Ｐ．２３ ２７－７　インバート埋戻し工　２７－７－３　支払

２７－７－３　支払の記載内容訂正備考

対象

誤 正

備考

対象

誤 正



特記仕様書

Ｐ．３１ ２７－１３　アスファルト舗装改良工　２７－１３－３　材料及び基準

基面整正工（ｔ＝４ｃｍ）　改質アスファルト（積寒用）　標準アスファルト量5.5％

特記仕様書

Ｐ．３４ ２７－１４　路面標示工　２７－１４－１　種別

２７－１４－１　種別　内容追記

誤

備考

対象

誤 正

備考

正

対象



特記仕様書

Ｐ．３７ ２７－１６　ハンドホール工　２７－１６－３　発生材

２７－１６－３　発生材の記載内容訂正

特記仕様書

Ｐ．３７ ２７－１７　視線誘導標撤去設置工　２７－１７－２　施工

２７－１７－２　施工の記載内容訂正備考

対象

誤 正

備考

対象

誤 正



特記仕様書

Ｐ．４０ ２７－２０　交通規制工　２７－２０－１　種別

２７－２０－１　種別　車線規制Ⅲ×１×０、車線規制Ⅴ×１×０　区分内容・備考訂正

特記仕様書

Ｐ．４１ ２７－２０　交通規制工　２７－２０－１　種別

２７－２０－１　種別　※４及び※５の記載内容訂正

対象

誤 正

備考

備考

誤 正

対象



特記仕様書

Ｐ．４２ ２７－２０　交通規制工　２７－２０－１　種別

２７－２０－１　種別　※８、※９、※１０の内容追加

特記仕様書

Ｐ．４３ ２７－２１　交通保安要員　２７－２１－１　種別　（１）

２７－２１－１　種別　（１）　交通監視員Ａ～交通監視員Ｆ２　削除
交通監視員Ｇ１－１を追加

正

対象

誤

備考

対象

誤 正

備考



特記仕様書

Ｐ．４４ ２７－２１　交通保安要員　２７－２１－１　種別　（１）、（２）

２７－２１－１　種別　（１）　交通監視員Ｆ３～交通監視員Ｇ３、交通監視員Ｊ（夜）　削除

（２）　交通監視員Ａ、交通監視員Ｂ　削除　交通監視員Ｇ及びＨの休憩時間における交替要員を訂正
特記仕様書

Ｐ．４５ ２７－２１　交通保安要員　２７－２１－１　種別　（２）

２７－２１－１　種別　（２）　交通監視員Ｃ～交通監視員Ｇ、交通監視員Ｊ（夜）　の欄を削除
資材置き場及び自工区外盛土場の記載を訂正
※２の削除

誤 正

備考

備考

交通監視員Ｇ２－１，Ｇ３－１、Ｇ１－２、Ｇ２－２、Ｇ３－２を追加　交通監視員Ｈの休憩時間における交替要員の計上を無に訂正　※２の内容を訂正

対象

対象

誤 正



特記仕様書

Ｐ．４６ ２７－２１　交通保安要員　２７－２１－３　支払

２７－２１－３　支払を訂正

特記仕様書

Ｐ．４７ ２７－２２ トンネル部管路付帯工　２７－２２－６ 発生材

２７－２２－６ 発生材の記載内容訂正

対象

誤

備考

誤 正

対象

正

備考



特記仕様書

Ｐ．５４ ２７－２８　交通規制安全設備工　２７－２８－２　種別

２７－２８－２　種別　路面点滅誘導灯（供用）の記載内容訂正

特記仕様書

Ｐ．５５ ２７－２９　仮設ケーブル管路工　２７－２９－２　種別

２７－２９－２　種別　記載内容訂正備考

備考

対象

誤 正

対象

誤 正



特記仕様書

Ｐ．５６ ２７－２９　仮設ケーブル管路工　２７－２９－４　施工

２７－２９－４　施工　ト）、チ）、リ）の記載内容追加

特記仕様書

Ｐ．５７ ２８．率計上工事に関する事項　２８－１－３　種別

２８－１－３　種別　記載内容訂正備考

備考

対象

誤 正

対象

誤 正



対象
設計図（インバート補強工編）
位置図（1/204）

誤

正

備考 設計図　明科トンネルインバート図面　1/204　位置図
麻績ＩＣ転回場所　追記



対象
設計図（インバート補強工編）
構造物等取壊し工図（１）（アスファルト舗装版）（53/204）

誤

正

備考 設計図　明科トンネルインバート図面　53/204　構造物等取壊し工図（１）（アスファルト舗装版）
アスファルト舗装縁切りカッター　旗上げ追記



正

備考 設計図　明科トンネルインバート図面　54/204　構造物等取壊し工図（２）（アスファルト舗装版）
アスファルト舗装縁切りカッター箇所　追記

対象
設計図（インバート補強工編）
構造物等取壊し工図（２）（アスファルト舗装版）（54/204）

誤



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（１）　車線規制３ｋｍ（78/204）

誤

正

備考



備考

誤

正

対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（２）　走行車線規制５ｋｍ（79/204）



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（３）　追越車線規制５ｋｍ（80/204）

誤

正

備考



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（４）　昼夜連続車線規制　走行車線規制５ｋｍ（81/204）

誤

正

備考



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（５）　昼夜連続車線規制　追越車線規制５ｋｍ（82/204）

誤

正

備考



正

備考

対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（６）　対面通行規制図（１）　安曇野ＩＣ側～明科トンネル坑口（83/204）

誤



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（７）　対面通行規制図（２）　明科トンネル坑口～長野ＩＣ側（84/204）

誤

正

備考



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（１２）　【通行止め閉鎖箇所（安曇野ＩＣ①）】（89/204）

誤

正

備考



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（１３）　【通行止め閉鎖箇所（安曇野ＩＣ②）】（90/204）

誤

正

備考



正

備考 設計図　明科トンネルインバート図面　140/204　構造物等取壊し工図（１）（アスファルト舗装版）
アスファルト舗装縁切りカッター　追記

対象
設計図（インバート補強工編）
構造物等取壊し工図（１）（アスファルト舗装版）（140/204）

誤



対象
設計図（インバート補強工編）
構造物等取壊し工図（２）（アスファルト舗装版）（141/204）

誤

正

備考 設計図　明科トンネルインバート図面　141/204　構造物等取壊し工図（２）（アスファルト舗装版）
アスファルト舗装縁切りカッター箇所　追記



正

備考

対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（１）　車線規制３ｋｍ（168/204）

誤



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（２）　走行車線規制５ｋｍ（169/204）

誤

正

備考



正

備考

対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（３）　追越車線規制５ｋｍ（170/204）

誤



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（４）　昼夜連続車線規制　走行車線規制５ｋｍ（171/204）

誤

正

備考



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（５）　昼夜連続車線規制　追越車線規制５ｋｍ（172/204）

誤

正

備考



正

備考

対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（６）　対面通行規制図（１）　安曇野ＩＣ側～明科トンネル坑口（173/204）

誤



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（７）　対面通行規制図（２）　明科トンネル坑口～長野ＩＣ側（174/204）

正

備考

誤



正

備考

対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（１３）　【通行止め（更埴ＪＣＴ①）】（180/204）

誤



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（１４）　【通行止め（更埴ＪＣＴ②）】（181/204）

誤

正

備考



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（１５）　【通行止め（更埴ＪＣＴ③）】（182/204）

誤

正

備考



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（１６）　【更埴ＩＣ～麻績ＩＣ方面　通行止め規制】（183/204）

誤

正

備考



備考

対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（１７）　【姨捨スマートＩＣ　通行止め規制】（184/204）

誤

正



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（１８）　【通行止め（筑北ＰＡ）】（185/204）

誤

正

備考



備考

対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（１９）　【麻績ＩＣ　通行止め規制】（186/204）

誤

正



対象
設計図（インバート補強工編）
交通規制工図（２０）　【通行止め（筑北ＳＩＣ）】（187/204）

誤

正

備考



備考 軽量ＨＨ（引通し用）新設×１を軽量ＨＨ（接続用）新設×１に訂正

対象
設計図（インバート補強工編）
上り線　仮設ケーブル管路工　平面図（１）（188/204）

誤

正


